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：再評価

①事業採択後、5年以上経過した時点で未着工
②事業採択後、10年以上を経過した時点で継続中の事業
③準備・計画段階で、5年間が経過している事業
④再評価実施後、5年間が経過している事業
⑤社会経済情勢の変化等により再評価の実施の必要が生じた事業

：事後評価

神奈川県



一般部
L=0.5km

区間 ：自）群馬県高崎市宮元町

至）群馬県高崎市並榎町
計画延長 ：1.6ｋｍ
幅員 ：立体部:34.25m 一般部:24.5m
道路規格 ：第3種第1級
設計速度 ：80ｋｍ/ｈ
車線数 ：４～６車線（ランプ部を含む）
事業化 ：平成11年度
事業費 ：約120億円
計画交通量 ：42,400～56,600台/日

１．事業の目的と計画の概要１．事業の目的と計画の概要
（1）目的
・慢性的な交通渋滞の解消
・歩道の整備による交通安全性の向上

（2）計画の概要
たかさき しぐん ま けん みやもとまち
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たかさき しぐん ま けん なみ え まち

標準横断図

（一般部）

ボックス部

掘割部 整備前

整備後

H17センサス交通量

52,801台/日 混雑度:1.36

H17センサス交通量

57,311台/日 混雑度:1.35立体部の完成イメージ

位置図

（立体部）
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２．事業進捗の状況２．事業進捗の状況
・事業の経緯
○平成１１年度：事業着手
○平成１２年度：都市計画決定【立体部1.1km】
○平成１２年度：工事・用地買収着手
○平成１４年度：烏川護岸整備完成・・・・・・・・・・・①
○平成１５年度：和田橋拡幅整備（群馬県施工）完成・・・②
○平成１６年度：都市計画決定（変更）【一般部0.5km】
○平成１７年度：立体部工事着手・・・・・・・・・・・・③
○平成１９年度：立体部供用（L=1.1km、H20.1.19） ・・・④
○平成２０年度：切回し道路撤去着手・・・・・・・・・・⑤
○平成２１年度以降：歩道橋設置
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１車線閉鎖中

一般部 L=0.5km

高松立体 L=1.6km

整備前

整備後

拡幅・歩道整備

（和田橋周辺水辺プラザの整備） 歩道橋の整備

片側２車線化

立体部 L=1.1km

イメージ図

片側３車線化

至長野

至埼玉至新潟

至長野

至埼玉至新潟

①

②

③

④

⑥

立体部の施工ステップ

⑤
現
況

H14

H15

H16

H17～H19

H20～

立体化



３－１．事業の必要性に関する視点①（渋滞の緩和）３－１．事業の必要性に関する視点①（渋滞の緩和）
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・高松立体の整備により、高松立体事業区間（L=約1.6km）の平均旅行速度が約２１km/h上昇

国道17号の旅行速度の変化

一般部
L=0.5km

【整備前】H9道路交通センサス （7・8、17・18時台平均旅行速度）

【整備後】立体部：H20ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾃﾞｰﾀ （7・8、17・18時台平均旅行速度）

一般部：高松立体事業区間の法定速度50km/h

高
崎
神
流
秩
父
線

混雑時平均旅行速度（高松立体事業区間）

23.2
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３－２．事業の必要性に関する視点②（安全・安心【事故】）３－２．事業の必要性に関する視点②（安全・安心【事故】）

拡幅

1車線

2車線 3車線

2車線

1車線減少部分の状況

２→１車線減少の解消に
より安全性が向上

一般部 L=0.5km

高松立体 L=1.6km

立体部 L=1.1km

前方不注意、車間距離
不保持による追突事故
【125件／4年間】※1

・和田橋交差点部で追突事故、右左折事故が発生

→ 立体部の整備により、交差点部の交通量が減少することにより安全性が向上

・合流部及び車線減少部で、前方不注意、車間距離不保持による追突事故が発生

→ 一般部の整備により、国道17号上り車線の２車線化が図られ 安全性が向上

至埼玉
至新潟

至長野

至高崎市街

整備前

整備後

追突事故・右左折事故
【115件／4年間】※2

一般部 L=0.5km

高松立体 L=1.6km

立体部 L=1.1km

至埼玉

至新潟

至長野

至高崎市街

（写 真）

立体部の整備により交
差点部の交通量が減少

※1 上並榎町～一般部 L=1.9km間
※2 立体部 L=1.1km間

いずれもH16～H19交通事故統合データベースより集計

合流部の状況



至高崎市街

一般部 L=0.5km

高松立体 L=1.6km

立体部 L=1.1km
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３－３．事業の必要性に関する視点③（安全・安心【歩道整備】）３－３．事業の必要性に関する視点③（安全・安心【歩道整備】）

・歩道の幅員がW=2.0mと狭く、自転車とのすれ違いが危険（Ａ区間）

・歩道未整備区間であり、側道を歩行者・自転車が通行し、安全性の確保が不十分（Ｂ区間）

・周辺には歩道の無い細街路が点在し、歩行者・自転車が安全に通行できるルートの整備が必要

・Ａ区間、Ｂ区間の整備により、歩道幅員及び連続性が確保され、安全性が向上

歩道既整備区間(W=2.0m)
歩道既整備区間(W=3.5m)
歩道未整備区間(W=3.5m)

Ａ区間

高松立体周辺の細街路

整備済区間

自転車とすれ違うには狭い歩道 立体部で整備された広い歩道

至埼玉
至新潟

至長野

Ａ区間 整備済区間

歩道が無く幅員の狭い道路

高松立体周辺の細街路

Ｂ区間

Ｂ区間

車道を歩く歩行者と側道の坂を上がる自転車
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４．費用対効果（計算条件）４．費用対効果（計算条件）

■総便益（Ｂ）

■総費用（Ｃ）

道路事業に関わる便益は、平成42年度の交通量を、整備の有無それぞれ
について推計し、「費用便益分析マニュアル」に基づき３便益を計上した。
【３便益：走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】

当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上した。

■計算条件

・基準年次 ：平成21年度
・供用開始年次 ：平成29年度
・分析対象期間 ：供用後50年間
・基礎データ ：平成17年度道路交通センサス
・交通量の推計時点：平成42年度
・計画交通量 ：４２，４００～５６，６００（台/日）



■■事業全体事業全体

注1）便益・費用については、基準年における現在価値化後の値である。
注2）費用及び便益額は整数止めとする。
注3）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

基準年：平成２１年度

便益便益((ＢＢ))
走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益
総便益 費用便益比

（Ｂ／Ｃ）
２４５億円 １１億円 ８．６億円 ２６５億円

費用費用((ＣＣ))
事業費 維持管理費 総費用

２．０
１３２億円 ２．３億円 １３４億円

■■残事業残事業

便益便益((ＢＢ))
走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益
総便益 費用便益比

（Ｂ／Ｃ）
３４億円 １．２億円 ０．１１億円 ３６億円

費用費用((ＣＣ))
事業費 維持管理費 総費用

３．２
１１億円 ０．４８億円 １１億円
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４．費用対効果４．費用対効果



５．事業進捗の見込みの視点５．事業進捗の見込みの視点
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・立体部については用地買収及び地元調整が完了。引き続き、切回し道路の撤去、歩道橋の整備
を推進。

・一般部については用地残件数が７件となっており、今後、調査・設計を並行して実施。

・地元自治体及び住民と連携を図りながら、事業全体の早期完成を目指す。

拡幅・歩道整備

切回し道路の撤去
（和田橋周辺水辺プラザの整備）

歩道橋の整備

片側２車線化

一般部 L=0.5km

高松立体 L=1.6km

立体部 L=1.1km

至高崎市街

立体部
事業化

工事
着手

一般部
事業化

立体部
工事着手

立体部
供用

年 度 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22～

用 地

工 事

赤：残事業

片側３車線化
至埼玉

至新潟

至長野



・立体部については用地買収及び地元調整が完了。引き続き、切回し道路の撤去、歩道橋の整
備を推進。

・一般部については用地残件数が７件となっており、今後、調査・設計を並行して実施。

・地元自治体及び住民と連携を図りながら、事業全体の早期完成を目指す。

６．今後の対応方針（原案）６．今後の対応方針（原案）
（1）事業の必要性等に関する視点

（2）事業進捗の見込みの視点

（3）対応方針（原案）

事業継続

・事業の必要性は高く、早期の完成・供用が適切である。

・群馬県の骨格を形成する主要幹線道路である国道１７号と(主)藤木高崎線が交差する和田橋
交差点周辺の渋滞対策として、平成１１年度より事業化。

・立体部については、暫定供用開始済。引き続き、切回し道路の撤去、歩道橋の整備を推進。

・一般部については、整備によって国道１７号上り線の1車線への絞込みが解消され、君が代橋周
辺の交通円滑化が実現。

・費用対効果（Ｂ／Ｃ）は２．０である。
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